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本
文
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
枇
命
日
準
教
授
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
俗
皐
合
舎
顕
で
あ
る
ル
ネ
・
モ
ウ
=
ヱ
の
「
法
律
民
俗
曲
学
」
の
全
課

で
あ
る
ハ
出
白
血
冨
き
回
目
2u
吋

c
p
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仏
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0
右
は
一
九
三
七
年
七
月
、

閣
際
世
合
科
製
大
舎
に
提
出
さ
れ
た
報
告
で
、
後
に
前
掲
雑
誌
に
摘
載
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

之
に
つ
い
て
は
、
私
は
飢
に
、
日
本
一
位
ム
官
製
命
日
第
十
四
回
大
合
(
昭
和
十
四
年
七
月
、
札
幌
及
び
小
栂
)
に
於
け
る
報
台
「
農
村

慣
行
の
法
律
的
意
義
」
を
行
っ
た
際
に
、

一
部
分
引
用
制
介
し
て
沿
い
た
(
同
準
命
日
年
報
、
一
舵
命
日
間
申
、
第
七
輯
、
一
二
三
七
|
三
四

O

頁
参
照
〉
。
今
回
改
め
て
苔
静
稿
を
若
干
訂
正
し
て
全
部
を
紺
介
し
た
。
、.、.、.

向
ほ
一
「
法
律
民
俗
製
」
と
せ
ナ
し
て
、
特
に
「
法
律
民
俗
塵
の
一
構
想
」
と
し
た
の
は
、

ζ

の
報
告
が
モ
ウ
エ
エ
教
授
の
揃
く
新

し
い
事
問
的
企
劃
白
い
は
ど
プ
ラ
ン
で
る
る
か
ら
で
あ
る
。
と
れ
に
闘
す
る
批
判
は
別
の
機
命
日
に
譲
る
と
と
L

す
る
。

反
語
に
つ
い
て
は
、
な
る
可
く
原
意
に
削
ふ
て
直
課
し
て
沿
い
た
が
、
原
誌
は
主
な
る
も
の
だ
け
を
あ
げ
、
課
註
は
*
印
、
又
は

法
律
民
俗
準
の
一
構
想

大』



法
律
民
俗
壌
の
一
構
想

九
四

本
文
中
の
括
弧
内
に
牧
め
た
。

本
論
の
内
容
の
概
略
を
次
に
示
さ
う
前
段
原
文
に
は
「
序
言
」
と
い
ふ
見
出
し
は
な
い
が
惜
裁
上
か
く
削
け
た
。

序

言

一
、
庶
民
生
活

二

、

庶

民

法

7

オ
ク
ロ
ア
の
意
義
、
庶
民
的
慣
習
の
意
義
及
び
特
徴
、
制
裁
の
種
類
、
プ
ル
ヂ
ヨ
?
生
活
と
の
比
絞

庶
民
法
の
特
徴

l
H俸
承
的

l
同
地
方
的
、
国
私
的
!
庶
民
法
と
岡
家
と
の
閥
係

l
山
間
無
税
、
山
川
非
認
へ
禁
康
U

、
川
町
駅
認
仙

承
認

l
庶
民
法
の
分
類

l
M
問
親
族
法
、
刷
契
約
法
、
川
刑
罰
法

序

Eヨ

フ
オ
ク
ロ
ア
と
言
ふ
の
は
、
周
知
の
知
く
、
今
よ
り
百
年
足
ら
や
以
前
、

*
 

識
」

(
m
P
4
0
門
司
句
。
]
〉
己
伊
町
乙
を
意
味
す
る
。
蓋
し
す
HF
は
品
衆

H
o
g
は
知
識
の
意
味
、
佐
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
と
れ
は
第
一
義
と
し

、.、.

て
は
、
古
川
ド
思
想
の
概
念
と
停
統
、
従
っ
て
、
遺
制

3
5
i
g
5
5
又
は
過
去
D
迷
信

3
5
)凸
吋
注
目
尽
き
与
を
窓
味
す
る
。

然
し
と
の
一
請
は
迫
々
第
二
義
に
轄
化
し
た
。
即
ち
、
民
衆
生
活
の
一
般
に
蹟
大
さ
れ
、
文
化
の
進
ん
だ
闘
の
内
で
、
文
化
の
日
以
も

遅
れ
た
民
衆
の
あ
ら
ゆ
る
「
文
化
」
、
換
言
す
れ
ば
、
最
も
進
歩
し
た
闘
民
の
裡
に
あ
る
、
最
も
遅
れ
た
人
々
の
習
俗
、
即
ち
、
問

欧
に
於
け
る
過
去
の
精
神
的
、
道
徳
的
、
世
命
日
的
諸
形
態
に
し
て
今
向
ほ
執
拘
に
残
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
賃
設
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

即
ち
一
八
間
六
年
に
活
ら
れ
た
英
語
で
、
「
民
衆
の
知

包
括
す
る
。

斯
様
に
蹟
義
に
解
す
れ
ば
、

「
法
律
的
フ
オ
ク
ロ

l
ア」

〈
若
く
は
法
律
民
俗
地
J

可。
]
r
F
Z
V月
三
日
(
吉
巾
と
い
ふ
一
請
が
用
ひ
ら

れ
て
も
い
L

だ
ら
う
。

*
*
 

と
れ
は
、
嘗
っ
て
と
の
闘
に
於
い
て
昔
時
行
は
れ
た
法
律
諸
形
態
に
し
て
今
狛
ほ
民
衆
の
聞
に
慣
習
と
し
て
残
存
し
て
ゐ
る
も
の



を
指
す
。
と
れ
を
疋
確
に
定
義
を
下
し
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
が
た
め
に
は
、
更
に
二
つ
の
方
聞
か
ら
説
明
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

英
の
ト
ム
λ

(

巧
-
h・
吋

H
S
E
m
-
z
a
l∞
印
U

が
一
八
四
六
年
に
提
唱
し
た
と
と
を
指
す
。

持* 
* 
円
四
宮
舎

mHm
品
。

L
g
r
法
律
的
精
神
と
か
法
律
的
形
式
と
か
を
凡
て
包
括
し
た
も
の
を
意
味
す
る
。
遡
惑
が
見
蛍
ら
な
い
か
ら
僚
に
斯
う

課
し
て
お
い
た
。一

、
臨

生

活

民

サ
ン
チ

l
汽
(
白
色

E
1
2
)
は
日
く
、
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
は
、
文
明
困
問
の
叶
主
と
し
て
そ
の
庶
民
階
級
に
於
け
る
、

ぴ
法
律
の
比
較
的
研
究
宣
言
ふ
。
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
、
体
統
の
る
ら
ゆ
る
領
域
、
す
な
は
ち
精
一
川
的
文
化
及
び
物
質
的
文
化
を
包
括

侍
統
及

ず
る
。

と
れ
ら
は
何
れ
も
、

或
は
言
葉
と
し
て
或
は
貫
例
と
し
て
、

公
正
ひ
に
侍
承
さ
れ
、
保
存
さ
れ
、

島
ナ
校
や
公
の
機
関
以
外
に
、

普
及
し
て
ゐ
る
。
凡
そ
庶
民
の
智
識
や
技
術
の
特
徴
は
、
全
く
同
一
の
経
験
的
方
法
に
依
っ
て
体
承
さ
れ
、
同
一
の
言
葉
や
仕
草
で

、.、.、.、.、.

即
ち
庶
民
的
心
理

(
E
g
g宮
伊
宮
古
宮
町
$
1
1
1枇
舎
の
有
幅
な
階
級
の
夫
れ
と
は
常
に
封
立
す

教
へ
ら
れ
、

同
一
の
精
神
、

る
心
理
ー
ー
を
示
す
と
こ
ろ
に
在
る
」
と

サ
ン
チ

1
ヴ
は
更
に
要
約
し
て
日
く
、

「
フ
2
1
ク
ロ
ア
(
彼
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
研
究
を
指
す
)
は
文
明
社
舎
内
に
於
け
る
庶

民
生
活
の
墜
で
る
る
」
と
。

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

夫
故
に
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
、
現
代
一
位
舎
で
は
、
庶
民
の
慣
習
で
あ
る
と
言
へ
や
う
。

× 

× 

抑
々
慣
例
日
ど
は
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、

一
般
に
行
は
れ
ゐ
る
体
統
的
友
習
俗
、
す
な
は
ち
、
因
襲
的
で
、
背
反
陀
劃
す
る
制
裁
の
伴

ふ
「
集
圏
的
習
俗
」
己
明
目
的
巾

S
F口氏内
E
4
D
忠
弘
色
窓
口
口
氏
自
尽
で
あ
る
。

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

因
襲
的
習
俗
は
タ
ル
ド
も
言
ふ
通
h
y
、
流
行

go骨
と
相
反
す
る
。

一
般
的
脅
俗
は
枇
合
的
事
買
で
あ
り
、
仮
令
、
多
か
れ
少
な

法
律
民
俗
撃
の
一
構
想

7L 
ヨL

Fruncuis， VIlr， 1) Cultllre spirituelle et cu1tnr・emuterielle CRevne du Folklol'e 
3-4. 1!l3fi. 
2)詳細は MUl1nier，ContumeくRevnede Synthese， rII， dec， 1932. 



法
律
民
俗
患
の
一
構
想

'
U
4

、

」
』
」
ノ

か
れ
、
模
倣
し
遵
守
さ
れ
て
も
、
元
来
二
種
の
同
呉
れ
る
種
類
に
属
す
る
。
一
杭
舎
は
常
に
鑓
化
し
な
が
ら
も
存
締
し
て
ゐ
る
か
ら
古
い

習
俗
も
b
れ
ば
、
新
し
い
朝
日
俗
も
あ
る
。

習
俗
は
、
夫
れ
故
に
、
或
る
一
定
の
集
圏
で
は
、
体
統
で
も
あ
り
創
作
で
も
あ
る
。
体
統
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
あ
り
、
夫
れ
は
嘗

て
余
の
地
べ
た
如
く
、
「
誼
合
」
台
)
ロ
沙
門
昆
な
即
ち
現
存
し
、

昨
日
も
品
目
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

現
在
も
猶
ほ
残
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
の
生
活
の
遺
存
で
あ
り
、
生
残
り
で
あ
り
、
移
り
行
く
朝
日
俗
に
封
立
す
る
恒

、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、

常
的
の
習
俗
で
あ
る
。
斗
「
古
代
性
」
叉
は
永
績
性
、
】
ゲ
。
ロ
居
四
円
守
寸
己
山
宮
け
広
品
が
主
要
特
徴
で
あ
る
。
伯
習
は
も
の
{
寂
叔
び
て
十
古H
風
で
あ

阿
世
出
件
目

G
Z
R臥

り
、
永
く
保
存
さ
れ
、

一
定
の
方
法
で
永
く
檎
観
さ
れ
、
繰
一
巡
さ
れ
て
来
た
。
斯
様
に
、
何
代
も
/
¥
引
続
き
反
復
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
も
の
が
慣
習
で
あ
る
。
長
老
の
言
葉
に
劃
す
る
従
順
で
あ
り
、
組
先
の
希
望
に
到
し
て
忠
順
た
る
も
の
が
町
習
で
あ
る
。
と

れ
、
第
一
に
家
庭
に
於
い
て
貌
濯
が
子
供
建
K
封
し
て
常
に
教
へ
る
事
に
依
っ
て
、
停
↓
水
さ
れ
て
ゐ
る
所
以
で
る
る
。

、

、

、

、

、

、

、

は
そ
の
意
義
か
ら
言
っ
て
も
、
家
庭
的
若
く
は
家
庭
問
的
佐
々
守
伊
豆
-
日
乞
の
系
列
に
属
ナ
る
。

さ
れ
ば
慣
習

慣
習
は
叉
制
裁
の
伴
ふ
羽
田
俗
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
必
十
義
務
が
仲
ふ
か
、
少
く
共
あ
る
傾
向
を
帯
び
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
慣
習
が
醇
良
友
ω

も
の
で

b
り
、
従
っ
て
遵
守
す
可
き
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
方
、
慣
習
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
も

、

.

、

.

、

..
 

、.

の
で
あ
り
、
或
は
、
一
言
で
言
へ
ば
必
要
で
あ
り
、
有
用
で
あ
る
が
故
に
、
之
れ
を
迩
守
し
且
つ
保
存
せ
ね
ば
た
ら
な
い
逝
去
の
力

、、

で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
方
等
は
、
凡
て
慣
習
訟
の
第
一
一
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
夫
放
に
制
裁
は
夫
れ
な
支
持
す
る
た
め
に
別
ゐ

ら
れ
る
。

、.、.、.、.、.、.、.

こ
の
制
裁
は
憲
法
や
訟
律
に
依
る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
、
思
者
の
い
ふ
法
律
唱
で
は
、
法
律
と
言
へ
ば
、
組
織
さ
れ
た
椛
力
に

、
.
、
、
、
、
、
、
、

よ
り
制
定
公
布
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
社
舎
に
は
、
猫
段
、
別
に
組
織
を
有
た
な
い
権
力
に
よ
り
作
ら
れ
る
蛇
が
あ
る
ο

そ
れ
は

輿
論
に
依
ヴ
て
山
止
め
ら
れ
保
障
さ
れ
る
規
範
で
あ
る
。
と
れ
は
枇
合
同
慌
の
「
一
般
的
承
認
」
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
各
人
の
参
加

と
普
及
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
も
の
で
、
決
し
て
宣
言
や
公
布
に
よ
り
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
之
等
の
的
別
初
日
訟
は
散
が
護
笑
者



で
あ
る
か
判
ら
や
に
、

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
宛
然
踏
儀
作
法
の
套
智
で
あ
り
、
道
徳
の
先
例
で
あ
り
、

正
義
の
停
杭

で
あ
り
、
何
れ
も
法
典
や
法
令
の
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
友
い
。
之
等
の
抗
は
凡
て
「
思
惣
の
女
王
」
で
あ
る
「
輿
論
」
に
よ
ザ
命
令

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
叉
は
提
出
さ
れ
る
。
宣
言
せ
ら
れ
ざ
る
法
律
、
編
纂
さ
れ
ざ
る
法
律
で
あ
っ
て
、
市
か
も
、
よ
く
説
明
さ
れ
傘
草
さ
れ
る
。

然
ら
ば
制
裁
を
更
に
寅
詩
的
に
言
へ
ば
何
で
あ
る
か
?
少
く
も
い
は
ゆ
る
道
徳
的
制
裁
で
あ
っ
て
、
法
律
的
制
裁
で
は
な
く
、

俗
信
的
基
礎
に
立
。
も
の
で
あ
り
決
し
て
立
法
的
基
礎
に
立
つ
も
白
で
は
な
い
。

凡
そ
制
裁
に
は
四
糧
あ
守
的
。
す
た
は
ち
、
民
俗
的
慣
習
に
劃
す
る
逮
反
は
非
業
】
川
公

ZV
犯
罪
円
山
岳
F

過
失

P
ロ
F
及
び
失
策

品
口
恒
三
で
あ
る
。

罪
業
は
蹟
罪
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
。
即
ち
神
秘
的
又
は
宗
教
上
の
閥
式
的
制
裁
で
あ
り
、
精
諜
又
は
榊
々
に
依
り
、
叉
は
歩
く
も

紳
々
の
名
の
下
に
、
人
の
擢
力
に
よ
っ
て
、
神
々
の
怒
り
を
宥
め
る
た
め
に
、
罰
せ
ら
れ
る
。

犯
罪
は
法
律
的
秩
序
に
基
い
て
庭
罰
さ
れ
る
も
の
あ
り
、
と
れ
は
文
字
通
り
、
法
律
的
制
裁
で
あ
る
。
荒
し
、

と
れ
は
一
定
。
躍

力
的
作
用
で
あ
り
、
合
法
性
を
維
持
す
る
と
と
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
刑
罰
又
は
賠
償
が
法
律
に
よ
り
強
制
さ
れ
る
。
賠
償

は
償
ひ
で
あ
る
と
同
時
に
刑
で
も
あ
る
。

過
失
は
非
難
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
。
即
ち
倫
理
的
制
裁
で
あ
り
、
輿
論
の
判
断
に
基
く
、
道
徳
的
批
難
、
世
間
的
惑
評
蔑
醐
で
あ

、.、.、.

り
、
榊
も
法
律
も
何
等
闘
係
は
な
い
。
又
は
一
不
面
目
で
あ
り
、
倫
理
的
秩
序
の
停
統
破
壊
宥
に
到
す
る
名
替
の
侵
害
で
あ
る
。
彼
は

信
用
そ
喪
ひ
名
替
を
傷
け
、
地
位
を
下
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
迫
害
さ
れ
る
と
と
も
る
ら
う
。

最
後
に
失
策
は
単
純
な
行
動
の
錯
誤
で
あ
り
、
殊
に
文
化
世
合
叉
は
都
市
此
命
日
の
仕
方
に
封
す
る
違
反
に
す
ぎ
な
い
。
と
れ
が
た

、

、

、

、

、

、

、

、

、

め
に
は
、
評
判
を
臨
し
、
特
殊
の
方
法
に
よ
る
明
白
井
の
釘
象
と
な
る
も
の
で
余
の
所
謂
調
刺
的
制
裁
で
あ
る
。
前
々
の
し
く
ぢ
り
等

何
れ
も
仕
草
に
於
け
る
あ
や
ま
り
で
あ
り
、
不
作
法
、
不
髄
哉
、
不
帥
版
、
風
鐙
り
、
侃
同
等
は
何
れ
も
批
合
間
惜
の
批
難
を
受
け
る

法
律
民
俗
犠
の
一
構
想

:h 
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法
律
民
俗
惑
の
一
構
忽

九
ハ、

が
、
犬
れ
は
違
反
者
の
匡
正
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
。
そ
う
し
て
笑
か
又
は
微
苦
笑
に
よ
り
、
或
は
談
話
、
論
説
、
公
開
献
と
か
小
冊

子
に
よ
り
、
或
ひ
は
繭
弐
か
明
弄
に
よ
り
、
或
ひ
は
恨
面
舞
踏
合
か
偶
像
に
よ
り
、
つ
ま
り
、
言
葉
や
事
費
、
表
情
等
に
よ
り
、
個

人
的
又
は
集
闇
的
に
制
裁
が
行
は
れ
る
。
叉
、
排
出
反
に
劃
す
る
一
時
的
の
言
動
に
す
ぎ
な
い
と
と
も
あ
り
組
織
的
圏
酷
又
は
繭
決
馬

*
 

圏
髄
の
場
合
も
あ
る
。
馬
鹿
騒
ぎ
の
と
と
も
あ
る
。
而
し
て
、
之
等
因
襲
的
償
制
自
の
迎
守
を
確
保
す
る
の
は
、
常
に
目
撃
者
、
隣
人

等
の
廊
一
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

長ド

F
P
E
m
g
a
r
-
z
o出
品
島
町
旬
日
シ
ヤ
リ
パ
リ
と
言
ふ
の
は
日
頃
不
詳
州
の
家
の
前
で
惑
山
馬
吻
笑
減
殺
を
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
。
メ
ー
ん
・

7

オ
ル
は
列
然
し
な
い
が
、
謝
肉
祭
な
ど
に
人
形
を
持
っ
て
気
狂
染
み
た
さ
わ
U
c
を
す
る
女
を
司
O
】
円
。
と
一
五
ふ
か
ら
、
シ
ヤ
リ
パ
リ
の
際

に
も
同
様
な
扮
装
で
相
手
方
を
燥
が
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
は
れ
る
。
侭
り
に
「
馬
鹿
さ
わ
が
こ
と
課
し
て
お
い
た
。
日
本
で
も
祭
穫

の
挽
な
ど
類
似
行
鋳
が
よ
く
行
は
れ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
〈
。

× 

× 

庶
民
的
慣
習
は
、
既
に
明
ら
か
に
局
し
た
如
く
、
第
二
に
、
民
俗
の
特
徴
で
あ
る
。

と
の
酷
は
特
に
明
確
に
し
て
沿
く
必
要
が
あ

る
。
就
中
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
寺
院
法
の
註
四
伴
者
が
、
能
く
之
が
説
明
を
潟
し
た
。
即
ち
、
慣
習
訟
は
、
夫
が
体
統
的
で
あ
る
と
い
ふ
唯

一
の
事
賞
に
依
り
、
非
合
理
的
で
る
る
と
。
若
し
慣
習
が
因
襲
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
夫
が
庶
民
的
若
く
は
前
論
理
的
の
も
の
で
あ

る
か
ら
で
る
る
。
土
人
れ
は
庶
民
に
よ
り
本
能
的
に
迩
守
さ
れ
る
。
夫
れ
は
理
性
の
法
則
に
到
し
て
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
夫
故
に
何

等
の
解
牒
も
説
明
を
要
せ
守
し
て
夫
れ
自
身
慣
値
を
有
す
る
の
で
、
か
L

る
本
能
を
否
定
反
駁
す
る
事
が
如
何
し
て
出
来
ゃ
う
か
?

、

*

ボ
!
?
ノ
ワ

l
ル
は
、
「
若
し
然
り
と
せ
ば
、
斯
る
慣
習
は
凡
て
保
存
す
可
き
で
あ
る
」
と
い
ヴ
て
ゐ
る
。
之
等
の
慣
習
が
、
慣
値
を

生
じ
た
の
は
犬
れ
が
誰
に
取
っ
て
も
大
い
に
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ウ
リ
エ

1
ル
が
有
名
左
側
法
酔
典
に
於
い
て
慣
習
的

*
*
 

g
g
z
g
r『
と
平
民
的

2
2
ュ2
と
を
同
意
語
と
し
て
ゐ
る
所
以
も
裁
に
あ
ら
う
。

oj之

タ
回

S
5
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h
a
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フ
ラ
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次
に
庶
民
的
慣
習
の
定
義
如
何
。
と
れ
ば
極
め
て
重
大
で
る
る
が
、
私
の
考
で
は
二
義
が
あ
る
。
す
た
は
ち
、
・
階
扱
若
く
は
地
位

の
観
念
と
、
行
欣
若
く
は
生
活
態
度
の
翻
念
と
と
れ
で
あ
る
。

地
位
の
観
念
は
階
級
若
く
は
環
境
、
地
位
、
僚
件
等
を
指
す
。
地
位
の
低
い
常
民
の
習
俗
は
即
ち
最
も
主
要
な
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で

あ
る
。
「
下
居
階
級
」
若
く
は
「
劣
勢
階
級
」
及
び
、
往
昔
の
も
ろ
も
ろ
の
細
民
や
高
ま
れ
な
い
卑
肢
の
階
級
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
溜

床
で
る
る
。
い
は
w
h

、
之
等
の
人
K

は
、
と
の
闘
の
住
民
の
中
で
も
、
地
位
や
教
養
の
低
い
、
従
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
何
れ
も
迷

信
に
左
右
さ
れ
、
昔
白
人
の
考
へ
た
や
う
な
考
方
を
し
て
ゐ
る
人
々
で
あ
る
。
枇
合
の
進
歩
か
ら
遅
れ
、
恐
ら
く
知
識
も
少
な
い
連

中
、
現
代
文
化
閣
の
中
に
あ
り
な
が
ら
然
か
も
文
化
に
遅
れ
た
人
k

で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
従
っ
て
文
化
闘
内
に
於
け
る
未
聞

の
文
化
で
る
り
未
開
文
化
。
文
化
で
る
る
。

之
等
の
用
語
に
つ
い
て
特
別
な
意
味
左
強
引
山
て
附
合
す
る
勿
れ
。
四
蹴
諸
閣
の
中
に
は
現
在
猶
ほ
過
去
の
遺
習
に
泥
み
、
所
謂
文

明
人
と
白
他
共
に
許
す
人
々
が
阪
に
放
棄
し
た
因
襲
を
ば
墨
守
し
て
ゐ
る
圏
瞳
や
環
境
が
あ
る
。
果
し
て
何
れ
が
幸
一
踊
か
何
れ
が
優

秀
か
は
決
定
し
得
な
い
。

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
保
存
者
に
は
二
種
。
環
境
、
圏
髄
又
は
生
活
が
あ
る
。
す
友
は
ち
村
落
の
人
々
又
は
農
民
と
、
場
末
の
街
の
人

々
又
は
嬰
働
者
と
と
れ
で
あ
る
。
農
民
の
朝
日
俗
と
労
働
者
の
習
俗
、
農
村
の
習
俗
と
都
市
の
習
俗
、
之
が
庶
民
の
初
日
俗
の
二
両
で
あ

る
。
彼
等
の
精
神
的
並
に
物
質
的
生
活
と
そ
庶
民
的
停
統
乃
至
慣
習
で
あ
り
、
「
庶
民
的
文
化
」
と
庶
民
生
活
で
あ
る
。

究
に
生
活
態
度
の
観
念
も
亦
と
の
表
現
の
中
に
合
ま
れ
て
ゐ
る
。
凡
そ
、
各
階
級
は
そ
の
生
活
様
式
を
持
ち
、
各
階
級
は
そ
の
風

習
を
も
っ
て
ゐ
る
。
宛
か
も
夫
々
の
年
齢
頃
に
依
っ
て
悦
柴
を
同
時
に
し
、
男
女
の
性
別
に
よ
り
風
習
が
建
ふ
如
く
に
。
夫
故
に
、
従

来
一
般
庶
民
と
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
と
を
そ
の
生
活
様
式
に
よ
り
直
別
し
て
来
た
。
合
話
に
於
て
一
刷
者
の
差
遣
は
極
め
て
編
著
で
あ
り
、
被

然
と
臭
っ
て
ゐ
る
。
査
し
各
階
級
は
樹
特
の
話
術
を
持
つ
が
、
と
れ
は
澗
特
の
思
想
の
表
現
で
あ
る
。
人
の
話
術
と
考
へ
方
と
は
相

闘
々
係
が
あ
る
。
衣
食
住
に
一
旦
り
凡
て
夫
A

庶
民
的
特
徴
を
示
す
型
式
が
備
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
「
サ
ロ
ン
」
は
少
く

法
律
民
俗
拳
の
一
構
想

ブL

九



法
律
民
俗
態
の
一
構
想

一
O
O

も
現
在
に
至
る
ま
で
は
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
的
で
あ
る
。

葉
巻
煙
草
左
ど
も
亦
、
今
迄
の
と
と
ろ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
。
テ
オ
ド
ル
・
ゴ
1
チ
エ

円
。
何
回
戸
田
氏

3

が
一
八
コ
一
九
年
に
迷

ペ
た
所
に
よ
れ
ば
、
営
時
は
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
カ
ラ
ー
を
着
け
る
の
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
手
袋
、
ピ
ジ
ャ
マ
、

ス
テ
ッ
キ
、
取
外
し
の
出
来
る
カ
ラ
l
、
英
園
風
の
ス
ポ
ー
ツ
、
テ
ニ
ス
の
ラ
ケ
ッ
ト
、
ゴ
ル
フ
の
ク
ラ
プ
等
は
何
れ
も
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
で
あ
る
。
だ
が
、
赤
葡
萄
酒
を
呑
む
と
と
や
、
而
か
も
夫
れ
を
ち
び
/
¥
で
た
く
プ
H

品
に
呑
む
と
と
、
ゴ
ム
塗
の
卓
子
掛
の
上

で
食
事
註
す
る
事
、
ボ
ン
ネ
ッ
ト
と
か
カ
ス
ケ
ッ
ト
と
か
を
冠
り
、
霊
代
り
の
帽
子
を
冠
ら
な
い
と
と
等
は
プ
ル
ジ
ヨ
ア
的
で
は
な

い
。
エ
プ
ロ
ン
を
掛
け
た
り
、
仕
事
着
を
付
け
た
り
す
る
の
も
、
古
の
プ
リ
オ

1

(
回目
E
C

*
 

友
く
「
庶
民
」
的
で
あ
る
。

風
俗
の
名
残
を
一
不
す
も
の
で
、
疑
も

* 
こ
の
節
の
各
種
胤
俗
に
つ
い
て
庶
民
的
と
都
市
的
と
の
区
別
協
フ
ラ
ン
ス
の
風
俗
を
熟
知
し
な
い
と
列
然
理
解
で
き
な
い
が
、
著
名
の
言
は

ん
と
し
て
ゐ
る
意
味
だ
け
は
推
量
で
き
る
と
思
ふ
。
「
プ
リ
オ

l
」
は
十
一
世
か
ら
十
三
世
紀
に
亘
っ
て
行
は
れ
た
禁
物
の
型
で
比
絞
的
長

〈
、
且
つ
引
締
っ
た
の
が
特
長
で
あ
る
。
倫
ほ
m
H
H

己
立
は
∞
一
司
0
2
即
ち
ス
ポ
ー
ツ
の
説
植
で
あ
ら
う
。

然
し
過
皮
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
庶
民
と
の
特
徴
を
直
別
す
る
弊
を
さ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
言
ひ
、
物
質
生
活
に
就
い
て
は
庶
民

的
の
あ
る
限
界
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
す
る
事
の
で
き
な
い
と
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
精
神
生
前
に
も

同
様
で
あ
る
。
文
化
の
よ
り
低
い
風
習
、
洗
錬
さ
れ
な
い
趣
味
、
粗
野
た
奉
止
、
鋭
敏
友
ら
ざ
る
鈍
重
な
、
粗
雑
友
、
時
に
は
飢
暴

友
野
卑
な
、
思
想
、
娯
柴
、
就
中
室
内
の
夫
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
る
り
、
野
外
の
夫
れ
は
よ
り
庶
民
的
に
殻
建
し
て
ゐ
る
。
倶
叫
明
記
部

は
前
者
、
祭
り
は
後
者
、

ク
ラ
ブ
白
人
々
は
静
に
憩
ひ
、
庶
民
は
祭
に
互
に
誰
と
は
知
ら
や
'
K
雑
然
と
擦
合
ぴ
込
合
つ
℃
壊
し
む
。

骨
牌
に
し
て
も
プ
リ
ツ
ヂ
と
マ
ニ
ル
又
は
プ
ロ

l
ト
と
に
は
同
様
の
匝
別
が
あ
る
。

王
朝
時
代
に
問
題
硯
さ
れ
た
の
は
、
質
の
意
義
で
あ
っ
た
が
、
現
代
で
は
そ
の
意
義
も
克
っ
た
。
ア
ン
リ
イ
・
ド
・
マ
ン
出
自
町

F

E
E
流
の
設
大
の
掛
念
は
、
庶
民
が
そ
の
欲
望
も
娯
柴
も
、
依
然
と
し
て
庶
民
的
に
止
ま
る
と
と
で
あ
り
、
彼
等
に
彼
等
間
有
の



塾
術
や
競
技
を
興
へ
、
買
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
ら
ん
と
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
期
う
言
へ
や
う
。
乃
ち
、
夫
れ
は
極
め
て
簡
単

な
、
し
か
し
、
根
本
的
及
、

一
事
賀
に
闘
聯
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
労
働
が
庶
民
と
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
と
を
区
別
す
る
と
い
ふ
と
と
之
れ
で

あ
る
。
丁
寧
な
仕
草
は
閑
人
の
仕
事
で
あ
る
。
庶
民
此
合
の
人
々
は
少
く
も
手
を
遊
ば
せ
て
居
な
い
、
労
働
者
で
あ
る
。
古
い
フ
ラ

マ
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
謂
ゆ
る
一
t

車
円
い
爪
を
持
つ
人
々
」

EHハ目。己

H
a
g
m戸市出
-EE聞
で
あ
る
。
自
分
の
腕
で
働
き
、
そ
の
附
労
働
に
依

っ
て
生
活
を
維
持
す
る
と
と
が
、
プ
ル

l
ド
ン
の
指
摘
し
た
通
り
、
庶
民
の
運
命
で
あ
り
、
夫
れ
と
そ
唯
一
の
民
で
あ
る
。
つ
L
ま

し
や
か
と
か
、
さ
L
や
か
と
い
ふ
考
は
こ
L
か
ら
生
れ
た
も
の
だ
ら
う
。
生
業
と
か
儲
け
と
か
い
ふ
意
味
も
同
様
で
あ
ら
う
。
辛
い

持
働
を
し
て
僅
か
な
所
得
を
う
る
。
之
れ
が
農
民
と
労
働
者
の
過
去
と
現
在
の
賀
欣
で
る
る
。
然
し
彼
等
が
慣
行
上
の
あ
る
生
活
や

提
を
持
っ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
夫
れ
は
連
絡
が
あ
り
、
一
臨
を
形
成
す
る
。
即
ち
、
一
定
の
「
奉
措
」
叉
は
活
動
で
あ
り
、
と
れ
を

ば
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
目
的
た
る
可
き
生
活
と
言
ひ
た
い
。
そ
の
流
儀
と
仕
事
、
思
想
と
欲
望
、
計
算
と
激
情
、
感
情
と
判
断
、
之
等

は
凡
て
「
庶
民
」
的
で
る
り
、
若
く
は
あ
り
得
る
。
之
れ
を
庶
民
の
「
精
一
例
」
と
か
「
庶
民
の
心
」
と
い
っ
た
人
が
あ
る
が
背
嘆
に

古
っ
て
ゐ
る
。

だ
が
、
庶
民
と
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
と
の
限
界
は
常
に
鑓
化
出
入
が
あ
る
と
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
た
い
。
荒
し
庶
民
は
喜
ん
で
ブ
ル
ジ
ョ

ア
に
接
制
す
る
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
も
庶
民
に
よ
く
接
す
る
と
と
が
あ
る
。
彼
等
は
自
分
の
階
般
の
批
か
ら
般
り
に
一
時
的
に
も
せ
よ

自
由
に
な
っ
て
気
軽
に
な
る
た
め
に
、
好
ん
で
俗
訟
を
加
ぴ
た
り
研
究
し
た
り
す
る
。
出
サ
賎
友
戯
一
言
や
糞
尿
文
臨
ナ
∞

ggHcmr
の

如
き
解
放
の
必
要
か
ら
、
小
さ
友
無
踏
諦
と
か
、
ケ
ル
メ
ス
祭
の
と
き
と
か
を
機
舎
と
し
て
世
間
の
抗
を
忘
れ
て
誰
れ
悌
る
と
と
な

く
振
舞
ふ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
風
を
、
自
強
的
に
か
又
は
他
動
的
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
風
に
染
め
る
と
と
は
雨
階

パ
リ

ψ
巾

級
の
接
註
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
が
、
と
れ
は
む
代
は
殊
に
H

者
し
い
。
と
れ
が
昔
、
乾
草
門
の
無
頼
の
徒
の
使
ふ
言
葉
が
流
行
し
た
現

由
で
あ
る
。

然
ら
ば
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

r
F
Y
Z
ぎ
戸
高
2
日
出
と
い
ふ
と
と
が
言
ひ
得
る
か
?
サ
ン
チ
ヴ
は
と
れ
に
反
劃
し
た
が

法
律
民
俗
撃
の
一
構
想

O 

4)問著者 Contactdes raees， Conrtact d回 classes(パリ大単年千JAVII. 1-2， 1032)参照



法
律
民
俗
患
の
一
構
想
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或
人
が
庶
民
で
あ
り
、
且
つ
あ
る
阪
り
は
、
未
聞
人
の
教
を
研
究
す
る
文
化
人
は
そ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
持
っ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。

即
ち
、
ブ
才

l
ク
ロ
ア
は
五
口
々
に
、
少
く
も
暫
し
は
属
す
る
。
一
一
一
一
月
は
刊
誌
間
倣
的
に
も
せ
よ
不
規
則
な
方
法
で
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
作

れ
る
と
い
ふ
と
と
が
で
き
ゃ
う
。

ネ

《

Z
H
ω
0
2
・2g句
。
山
口
乾
草
門
と
直
諜
し
て
お
い
た
が
、
史
貨
は
列
ら
な
い
が
、
意
味
は
掬
取
れ
や
う
o

二
、
鹿

民

法

、.、.

庶
民
生
活
が
色
れ
ば
、
「
庶
民
」
の
生
活
規
範
た
る
庶
民
法
が
・
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
官
僚
的
宗
教
と
具
友
る
庶
民
的
宗
教
る
れ
ば
、

官
僚
的
塾
術
に
封
し
て
庶
民
的
欝
術
あ
り
、
川
様
に
官
僚
的
法
律
に
到
し
庶
民
的
法
律
あ
り
と
一
一
百
へ
る
。
そ
こ
で
先
づ
定
義
を
作
り

、.、.

夫
れ
が
法
律
家
の
所
謂
悦
習
法
と
異
な
る
知
を
述
べ
ゃ
う
。
抑
あ
る
断
片
で
あ
っ
て
断
片
に
す
ぎ
な
い
も
の
あ
り
、
叉
部
分
に
し
て

会
瞳
の
裡
に
樹
立
に
存
在
す
る
も
の
も
あ
る
、
犬
れ
は
慣
習
で
る
り
、
庶
民
的
慣
習
で
あ
る
。
夫
れ
は
あ
る
階
級
と
か
環
境
と
か
に

残
さ
れ
た
習
俗
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
、
夫
れ
は
或
る
意
味
で
「
階
級
」
的
で
あ
り
、
文
化
の
進
ん
だ
階
級
乃
至

環
境
よ
り
見
れ
ば
時
代
遅
れ
で
る
る
か
ら
、
夫
れ
は
正
規
の
法
律
、
公
に
承
認
さ
れ
た
法
律
、
官
僚
的
法
律
で
は
あ
り
得
な
い
。
従

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

っ
て
庶
民
法
は
夫
れ
の
み
に
間
有
の
一
一
一
つ
の
特
徴
を
持
つ
、
即
ち
、
停
承
的

og--
地
方
的

za--
私
的
官
同
誌
と
れ
で
あ
る
。

ωい
体
承
的
に
し
て
非
文
書
的
な
る
と
と

夫
れ
は
口
頭
か
ら
生
れ
口
頭
に
よ
り
停
へ
ら
れ
る
。
夫
れ
は
編
纂
さ
れ
な
い
、
公
布
さ
れ
・
な
い
、
統
一
法
典
化
さ
れ
な
い
法
で
あ

、

、

、

、

、

、

、

、

る
。
夫
れ
は
合
話
に
よ
り
、
詩
に
よ
り
、
又
は
歌
謡
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
時
に
は
格
一
一
日
や
寄
集
め
の
で
も
詩
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

-
掛
か
ら
子
供
へ
、
兄
よ
り
弟
へ
、
老
人
か
ら
少
年
へ
と
停
へ
ら
れ
る
。
土
人
れ
は
蝦
り
に
「
教
授
」
さ
れ
る
と
し
て
も
、
家
庭
の
中
で

あ
り
、
市
場
ゃ
、
カ
フ
エ
ー
、

一
口
に
言
へ
ば
、
凡
俗
の
「
集
合
」
に
於
い
て
ビ
あ
っ
て
、
単
校
や
お
役
所
で
は
な
い
。
マ
グ
ガ
ス

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

カ
ル
の
グ
ラ
ン
ド
・
イ

I
ル
の
住
民
の
一
言
葉
に
極
め
て
適
切
な
も
の
が
あ
る
。
日
く
「
耳
の
遺
産
」
と
れ
で
あ
る
。
勿
論
文
書
に
よ



る
事
も
屡
々
あ
る
が
『
と
れ
は
椛
に
、
審
議
の
結
果
、
制
定
法
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
、
五
口
々
の
限
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
う
し
た

事
由
で
、
往
年
、
フ
ラ
ン
ス
白
職
人
同
業
組
合
の
定
款
の
中
に
は
、
「
立
法
者
」
に
よ
り
禁
止
さ
れ
友
が
ら
、
従
来
慣
習
上
の
法
と
し

.

、

、

、

、

、

て
永
い
因
襲
に
よ
り
停
統
的
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
犬
故
に
一
一
樫
の
成
文
・
倖
承
法
骨
C
M
け
m
2
F
o
g
-
で
あ
る
が
、

決
し

て
殿
筏
の
成
文
法
で
は
な
い
。
安
す
る
に
庶
民
法
は
僻
承
訟
と
定
義
し
得
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
、
停
承
文
墜
と
い
ふ
が
如
く
、
停
承
法

律
単
d

L

『耳目田

]
)
E
L
8
2
0
2
F
と
い
ぷ
も
よ
か
ら
う
。
体
承
法
律
事
の
数
師
は
語
り
手
で
あ
り
唄
ひ
手
で
あ
る
。
猫
唱
者
で
あ
っ
て

論
争
4

ぬ
で
は
な
い
。
強
ひ
て
説
教
者
と
言
っ
て
も
夫
れ
は
教
壇
に
立
つ
者
で
は
な
い
。
嘗
う
て
近
頃
ま
で
文
章
聞
が
少
数
の
プ
ル
ジ
ヨ

ワ
に
の
み
知
ら
れ
て
ゐ
た
頃
、
庶
民
法
は
阜
に
停
承
法
と
し
て
残
っ
て
ゐ
た
が
、
纏
っ
た
論
説
は
夫
れ
か
ら
は
作
ら
れ
・
な
い
だ
ら
う
。

一
語
前
以
外
に
、
何
の
形
式
的
な
カ
テ
シ
ズ
ム
も
な
い
。
さ
れ
ば
結
局
フ
ォ
ー
ク
ロ

l
ア
た
る
と
と
は
疑
ひ
友
い
。

さ
れ
ば
、
仮
り
に
慣
習
で
る
る
と
一
一
一
口
つ
で
も
「
法
律
家
」
の
指
す
犬
れ
よ
り
も
遥
か
に
狭
い
意
味
で
る
る
と
と
は
・
申
す
迄
も
な
い
。

法
臨
一
上
の
慣
習
法
は
制
定
法
若
く
は
「
岡
山
泳
法
」
に
非
る
も
の
を
指
し
、
貫
際
に
行
は
れ
て
ゐ
る
法
で
あ
っ
て
も
公
布
に
依
る
も
の

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

で
は
な
い
。
と
れ
は
「
商
人
」
が
契
約
の
中
に
用
ゐ
る
慣
用
法
を
含
み
、
叉
、
判
例
法
、
即
ち
パ
ル
タ
ン
と
か
ヂ
エ
ニ

l
の
如
き
優

れ
た
関
学
者
が
五
口
々
の
慣
習
と
認
め
た
も
白
、
即
ち
極
め
て
自
由
た
立
場
か
ら
法
律
を
判
断
し
た
「
裁
判
官
法
」
り
さ
広
島

g
y
m
g
と

も
謂
は
れ
る
も
の
を
も
含
む
。
要
す
る
に
法
事
上
の
慣
習
法
は
常
に
文
書
に
依
る
法
で
あ
り
、
曲
学
者
の
法
で
あ
っ
て
伏
し
て
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
で
は
な
い
。
庶
民
・
の
羽
田
俗
は
全
く
別
の
形
を
も
っ
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
の
民
族
精
一
岬
〈
。
阿
国
間
間
庄
の
産
物
と
い
ふ
椋
に
榊
秘

的
に
と
れ
佐
取
扱
ふ
こ
と
は
到
底
出
来
た
い
が
、
さ
り
と
て
何
と
も
判
き
り
し
な
い
一
つ
の
創
遣
を
認
め
る
と
と
が
で
き
る
。
即
ち

強
ひ
て
超
越
可

E
田市出口島田口町口

と
か
、
本
一
銭
日

5
5注
目
出
巾
と
か
い
ふ
考
方
乞
す
る
必
要
は
な
い
。
五
日
々
が
特
に
注
意
し
て
翻
察
す
れ
ば
、
庶
民
法
の
成
立
と
停
播

を
極
め
て
明
白
に
認
め
る
と
と
が
で
き
る
、
そ
れ
は
限
り
な
く
繰
返
さ
れ
る
行
箆
に
よ
っ
て
成
形
す
る
も
の
で
、
恰
か
も
多
く
の
通

行
人
の
足
跡
に
よ
り
小
路
が
出
来
る
と
同
様
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
斯
様
な
習
俗
は
最
初
あ
る
「
特
定
」
の
個
人
白
仕
業
で
あ
る
と

「
無
意
識
的
」
訟
骨
己
け
山
口

gロ
田
市
町
巾
巳
或
は
「
本
能
的
」
法
号
。
宮
山
口
吉
庄
内

と
一
一
日
へ
る
だ
ら
う
。

法
律
民
俗
患
の
一
様
想

一
O
一一一



法
律
民
俗
朗
唱
の
一
構
想

一O
四

と
が
あ
る
。
と
の
長
初
の
工
夫
し
た
人
を
プ
リ
ム
ス
匂
忌

E
回
と
し
て
も
異
議
は
な
い
だ
ら
う
。
例
へ
ば
、
多
く
の
人
が
集
合
す
る

場
合
に
、
何
人
か
先
建
と
な
っ
て
白
日
一
体
す
る
者
が
有
る
と
否
と
に
拘
ら
や
、
あ
る
感
情
の
昂
奮
の
結
果
爆
裂
し
て
犬
れ
が
一
時
的
に

納
ま
る
と
と
も
あ
ら
う
。
又
、
あ
る
集
合
で
、
衆
議
の
結
果
新
し
い
抗
を
湖
場
一
致
で
認
め
る
と
い
ふ
と
と
に
な
る
と
と
も
あ
ら
う

、

、

、

、

、

、

、

、

夫
れ
が
絡
言
と
な
り
敬
訓
と
な
り
、
或
は
物
江
川
と
な
り
歌
訴
と
た
、
り
家
臨
や
簡
で
行
は
れ
る
。
犬
れ
は
説
教
で
あ
り
、
教
訓
で
あ
る

が
、
夫
れ
が
種
々
心
節
や
調
子
で
語
ら
れ
と
と
は
「
出
始
」
民
族
に
於
い
て
麗
見
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
保
存
と
費
化
|
1
時
々

は
改
作
さ
れ
又
は
全
く
反
到
の
も
の
と
も
な
る
ー
ー
は
、
と
の
非
公
式
の
法
で
は
、
常
の
事
で
あ
り
、
多
数
の
人
に
依
っ
て
又
は
一

個
人
の
力
で
行
は
れ
、
感
情
的
に
又
は
合
理
的
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
人
、
そ
の
精
一
柳
、
何
れ
も
庶
民
法
で
は
官
僚
法
の
如
き
統
一
が

な
く
混
然
と
し
て
ゐ
る
。
斯
棋
な
泣
化
や
制
俊
平
も
迩
奉
者
に
取
っ
て
は
、
少
し
も
榊
秘
不
可
思
議
で
は
な
く
、
大
低
は
口
で
体
へ
る

一
言
葉
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
庶
民
訟
に
取
っ
て
は
、
単
な
る
機
械
に
す
ぎ
や
、
仲
介
者
に
す
ぎ
友
い
書
か
れ
た
言
葉
|
|
文
書
を
霜

り
る
と
と
は
決
し
て
な
い
。

、.、.、.

地
方
的
で
あ
る
と
と
|
|
口
説
的
で
あ
る
か
ら
|
|
殆
ん
ど
例
外
た
く

同

と
い
ふ
意
味
は
、
則
合
者
で
あ
る
と
町
人
で
ち
る
と
を
問
は
や
、
常
に
地
直
的
忌
E
S
P
-

で
あ
り
、
プ
ロ
グ
ア
ン
シ
ア
ル
で
あ
る
。
即
ち
、
全
閥
的
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
い
ふ
と
と
は
殆
ん
ど
問
題
に
・
な
ら
な
い
。
体
統
の
一

凡
て
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
地
方
的
で
あ
る
。

つ
一
つ
が
一
定
の
限
ら
れ
た
柳
川
按
り
を
持
っ
て
ゐ
て
、
喋
る
一
一
一
口
業
が
泊
刑
す
る
一
定
の
那
土
と
い
ふ
も
の
が
存
在
す
る
。
私
が
他
の

、
、
、
、
、

主
日
に
述
べ
た
様
に
、
岡
氏
は
一
言
語
の
結
合
酷
で
あ
り
、
仏
、
汎
な
闘
境
内
に
行
は
れ
る
法
の
結
合
酷
で
あ
る
。
共
通
の
一
言
語
と
共
通
の
訟

と
そ
「
岡
家
」
の
全
部
で
あ
る
。
然
じ
、
庶
民
訟
は
あ
る
郷
土
に
の
み
行
は
れ
民
衆
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
「
地
方
」
宮
山
二
の
法
で

あ
る
(
宮
冒
と
い
ふ
訴
の
国
怠
に
従
へ
ば
)
。
そ
れ
般
に
、
犬
れ
が
維
持
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
地
方
一
言
」
に
依
る
も
の
で
あ
る
0

フ
ラ

ン
ス
の
法
典
や
法
律
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
語
と
共
に
生
命
を
維
持
す
る
。
同
様
の
と
と
が
各
地
方
に
も
言
は
れ
コ
ロ
一
一

ー
に
も
言
は
れ
る
。
犬
政
に
停
一
水
に
よ
る
慌
替
は
必
ら
や
地
方
的
慣
習
で

b
る。

そ
う
し
て
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
八
九
年
前
(
一
七
八

1)アルヂエリアのカピ戸ルに、特に著しい例がある。之に就ては私の Melangesde 
Soeiologie nord -africa ini， 1930.参照
2) Coutumes algeriennes. 1935. 



九
年
、
即
ち
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
前
|

l
説
書
)
に
も
さ
う
で
る
っ
た
様
に
汁
複
雑
と
「
不
整
型
」
の
詮
左
で
あ
り
、
統
一
と
整
型
と

は
決
し
て
相
容
れ
な
い
。
夫
れ
は
全
J

倒
的
の
も
の
L
中
に
あ
っ
て
、
常
に
「
プ
ロ
パ
ン
シ
プ
ル
」
で
あ
り
、
よ
り
犬
、
な
る
も
の
に
比

す
れ
ば
常
に
局
限
せ
ら
れ
、

一
閥
会
酬
胞
の
法
の
中
に
あ
っ
て
常
に
地
方
的
法
マ
あ
り
、
民
俗
閥
単
者
の
無
骨
の
常
套
語
を
か
り
れ
ば

出
。
回
公
丘
町
心

5
法
で
あ
る
。
克
に
第
三
の
特
徴
が
乙
れ
か
ら
引
出
せ
る
。

庶
民
法
は
私
的
で
あ
り
公
式
的
宮

S
戸
け
で
な
く
、
共
通
的
で
な
く
、
公
的
ヲ
争

F
で
な
い

教
に
私
的
と
い
ふ
の
は
法
律
家
の
指
す
私
的
と
は
出
品
っ
た
特
別
の
怠
味
を
持
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
告
示
さ
れ
や
し
て
普
及
し
公
布
さ

れ
す
し
て
遵
奉
さ
れ
、
「
公
式
」
。
吟
広
乙
で
は
友
い
が
「
非
公
式
」
。
出
口
百
円
阿
に
通
則
さ
れ
て
ゐ
る
。
査
し
立
法
者
の
命
令
で
友
〈

輿
論
に
依
っ
て
遺
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
受
身
に
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
体
承
さ
れ
る
が
、
強
め
明
確
に
定
め
ら
れ
る
と

「
非
園
家
的
」

同
円

と
が
な
い
か
ら
で
る
り
、
若
く
は
又
、
治
者
の
創
作
で
は
決
し
て
な
く
、
被
治
者
の
創
建
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
法

典
の
手
の
届
か
な
い
片
隅
の
規
定
の
無
い
部
分
に
有
殺
に
存
寂
し
て
ゐ
る
。
と
言
っ
て
も
必
し
も
何
時
も
左
様
と
は
定
っ
て
居
-
泣
い
。

、

、

、

、

、

、

時
に
は
法
典
と
金
く
遣
っ
て
無
放
と
さ
れ
た
と
と
も
あ
る
が
、
と
の
場
合
は
私
的
の
み
た
ら
や
秘
密
で
あ
り
隠
蔽
さ
れ
て
ゐ
る
。
同

一
八
八
四
年
の
職
業
組
合
法
以
前
の
附
労
働
組
合
は
、
る

業
組
合
は
王
朝
時
代
に
は
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、
陰
謀
罪
と
せ
ら
れ
た
。

る
守
護
一
脚
を
中
心
と
し
た
相
互
扶
助
の
財
圏
と
一
五
ふ
仮
説
の
下
に
巧
に
合
法
を
装
っ
て
ゐ
た
。
そ
と
か
ら
烈
し
い
闘
争
園
開
が
聖
ジ

ヤ
ン
・
ボ
ル
ト
・
ラ
チ
1
ヌ
必
包

E'L『
g守
M
M
S
Z
E
F丘
町
。
の
艇
の
下
に
生
れ
た
。

斯
様
に
、
庶
民
法
と
普
通
訟
と
の
闘
係
は
極
め
て
複
雑
多
岐
に
亘
り
、
非
公
式
と
公
式
と
の
闘
係
に
在
る
。
と
れ
は
法
律
上
の
二

の
臭
っ
た
「
系
統
」
で
あ
り
、
何
れ
の
闘
で
も
、
と
の
二
系
統
の
法
律
は
重
な
り
合
っ
て
居
る
が
、
雨
者
は
時
に
相
融
合
し
時
に
相

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

、

.

刻
す
る
。
即
ち
、
一
は
制
定
、
法
骨
己
二
己
品
目
白
H
F
件
。
山
口
で
あ
り
、
他
は
承
認
訟

L
-
L
・
2
2
1注
目
。
ロ
で
あ
hv
、
或
は
命
令
法
仏
-
L
・

、.、.、.

Z
臥
田
口
氏
三
日
。
出
と
俸
統
一
法
L
-
L
L
E
島
氏
。
ロ
と
一
一
白
ふ
と
と
も
出
来
ゃ
う
し
、

一
は
公
ハ
法
ゾ

的
同
)
戸
弘
法
ロ
で
あ
り
必
十
明
白
で
あ
る
。

査
し
「
何
人
も
法
を
知
ら
ぬ
と
は
看
倣
さ
れ
友
い
」
(
ロ

1
7
の
法
諺

p
g
Bお
E
二

m
g
E
Z
F官
E
1
1諜
者
)
。
他
は
私
的

法
律
民
俗
壌
の
一
構
想

一O
五



法
律
民
俗
盟
申
の
一
構
想

一O
六

で
る
り
佐
々
秘
密
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、
夫
々
別
の
立
場
か
ら
の
聞
の
闘
係
が
生
じ
得
る
。
即
ち
庶
民
法
は
ん
日
棋
に
よ
り
無
嗣

、

、

、

、

、

、

山
内
口
。
尽
さ
れ
、
非
認
昆
-vg出
立
さ
れ
、
獣
認
件
。
広
広
さ
れ
、
又
は
承
認
告
喝
さ
ロ
芯
さ
れ
る
。

川
間
無
嗣
は
最
も
普
通
切
に
行
は
れ
る

官
協
は
庶
民
法
佐
知
ら
な
い
し
、
又
自
己
の
法
以
外
に
他
の
法
の
存
在
す
る
事
を
知
ら
う
と
欲
し
な
い
。

と
れ
が
た
め
立
法
者

は
算
大
侃
倣
に
構
へ
て
ゐ
る
が
、
解
牒
論
者
が
常
に
担
く
背
後
か
ら
そ
れ
を
支
持
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
凡
そ
、
彼
等
は
文
書

• 

に
一
不
さ
れ
な
い
法
律
を
否
定
し
、
そ
う
し
て
民
衆
が
不
明
雌
な
慣
習
に
従
っ
て
「
紛
争
を
捌
く
」
の
は
卑
俗
に
し
て
明
笑
に
慣
す

る
も
の
と
し
て
軽
蔑
し
、
何
時
か
は
近
き
将
来
に
於
て
そ
の
暗
示
と
敬
訓
と
が
相
常
の
根
操
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
に
拘
ら
や
、
過
去
の
迷
信
(
御
弊
か
つ
ぎ
)
と
し
て
附
ふ
の
で

b
る
。
と
れ
が
官
僚
の
庶
民
の
慣
習
に
封
す
る
態
度
で

あ
り
純
民
地
に
於
い
て
土
人
の
慣
習
に
封
す
る
態
度
で
も
あ
る
。
彼
等
に
よ
れ
ば
、
岡
家
は
唯
一
の
立
法
者
で
あ
り
、
爾
飴
の
者

は
立
法
者
と
し
て
指
定
さ
れ
る
名
陶
器
μ

に
決
し
て
慣
し
な
い
。

ιυ 

斯
様
友
治
組
的
に
無
腕
す
る
と
い
ふ
事
の
み
た
ら
や
、
更
に
積
極
的
に
立
法
者
に
依
っ
て
非
認
若
く
は
禁
座
さ
れ
る
場
合

が
あ
る
。
宛
か
も
植
民
地
で
土
人
法
が
左
様
さ
れ
る
様
に
。
ハ
モ
l

品
ユ
「
ア
ル
ゼ
リ
ア
に
於
け
る
備
法
と
土
人
の
慣
習
」
一
九
一
一
一
二
年
〉

と
れ
は
訟
の
二
型
態
の
相
刻
と
い
ふ
可
き
で
あ
る
。
「
私
」
法
(
庶
民
法
)
と
「
公
」
法
(
岡
家
法
)
と
の
聞
に
或
る
問
題
に
つ
い

て
矛
盾
反
釘
が
生
や
る
と
、
何
れ
か
一
方
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
庶
民
法
が
、
一
般
の
秩
序
や
枇
合
共
同
の
進
歩
に

相
反
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
時
、
枇
舎
の
道
徳
律
や
一
隅
利
が
損
は
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
岡
家
は
之
れ
を
抑
墜
せ
ん

と
す
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
必
し
も
常
に
犬
れ
は
成
功
し
た
い
。
と
れ
は
宛
か
も
二
つ
の
法
律
型
態
の
試
合
で
あ
り
、
屡
々
延
長

戦
と
な
り
、
立
法
者
が
必
し
も
勝
利
佐
占
め
て
は
居
な
い
。
例
へ
ば
シ
ヤ
リ
パ
リ
に
就
て
は
、
二
世
紀
問
に
亘
り
、
王
朝
時
代
か

ら
始
っ
て
議
舎
は
徒
ら
に
と
の
嘗
習
の
撲
滅
の
た
め
に
争
っ
て
来
た
。
そ
の
結
巣
刑
法
典
ハ
刑
法
問
七
九
保
第
八
抗
)
の
中
に

「
夜
間

ω
院
一
騒
」
と
い
ふ
文
字
を
入
れ
、
そ
う
し
て
漸
く
百
年
の
後
に
、
夜
間
の
シ
ヤ
リ
パ
リ
は
虚
罰
せ
ら
る
可
し
と
し
て
、
破



強
院
は
治
安
判
事
を
詮
服
し
得
た
に
す
ぎ
な
い
。

便
宜
と
い
ふ
と
と
が
眼
目
で
あ
る
。
そ
の
他
に
道
徳
と
か
乎
等
と
い
ふ
事
も
あ
る
。
向
ほ
ピ
レ
ネ
地
方
の
問
題
と
し
て
、
家
産
を

多
数
の
子
の
中
の
一
人
に
相
韻
せ
し
め
る
と
、
即
ち
特
権
的
に
行
は
れ
る
単
調
相
績
も
民
法
典
の
平
等
分
割
と
相
違
し
て
ゐ
る
。

又
コ
ル
シ
カ
で
移
出
誌
が
事
質
上
相
続
維
を
喪
失
す
る
と
と
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
。
「
遠
方
に
賠
位
す
る
者
は
汝
の
兄
弟
に
非
十
」

、.、.、.、.、，、，、，

と
れ
は
マ
グ
レ
ツ
プ
(
北
ア
フ
リ
カ
)
の
ア
ラ
ビ
ア
人
の
諺
で
る
る
。
之
友
要
す
る
に
、
以
上
の
各
々
の
場
合
は
成
文
法
に
謝
す
る

、、
抵
抗
と
一
吉
ふ
可
く
、
体
承
法
は
仮
令
「
立
耕
一
目
さ
れ
な
い
」
と
し
て
も
夫
れ
は
徒
持
で
あ
る
。
被
支
配
者
は
彼
等
が
選
ん
だ
と
看
倣

(
一
八
O
八
i
一九
O
一
二
年
破
段
院
列
例
〉
誌
で
は
危
く
損
は
れ
ん
と
し
た
民
衆
の

さ
れ
て
ゐ
る
支
配
者
の
忠
ふ
通
り
に
は
必
し
も
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
と
で
自
然
と
関
門
家
、
家
放
、
村
落
、
地
方
等
に
つ
い

て
極
k

の
争
が
生
十
る
。
現
代
で
は
、
各
種
の
職
業
や
境
遇
に
闘
し
閥
家
と
の
争
が
る
る
様
に
、
「
弱
少
」
集
圏
唱
。
戸
]
出
E
宮
内
ma

比
2H吋
3

は
岡
有
の
法
律
を
持
ち
、
岡
山
永
の
法
以
上
に
彼
等
は
之
た
得
重
す
る
。

と
れ
が
「
池
間
せ
ら
れ
な
い
」
法
律
の
ス
ト
ツ

ク
が
漸
次
に
増
加
す
る
理
山
の
一
つ
で
あ
る
。

北
に
庶
民
法
は
屡
々
賦
認
さ
れ
る

c
 

官
権
か
ら
非
認
さ
れ
て
も
、
夫
れ
は
向
ほ
存
躍
し
、
心
な
ら
十
も
辛
枠
し
て
時
期
を
待
つ
。
時
毘
は
常
に
繰
越
さ
れ
る
が
数
回
却

は
少
な
い
。
夫
放
に
、
観
察
者
は
上
か
ら
強
制
え
」
れ
る
法
と
、
同
意
す
る
法
と
、
そ
う
し
て
蹴
認
さ
れ
る
法
と
を
直
別
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

カ
ル
テ
ル
や
職
業
組
合
は
法
律
で
は
永
年
禁
止
さ
れ
て
居
な
が
ら
獣
認
さ
れ
て
来
た
の
は
d

今
日
の

q
・
杭
・

1
と
同
様
で

る
り
、
何
も
目
新
し
い
と
と
で
は
な
い
。
官
憲
と
蛾
も
、
間
合
や
場
末
の
筒
外
れ
で
蹄
駆
一
し
て
必
し
も
故
田
市
の
・
な
い
、
又
は
容
易

な
ら
ざ
る
と
と
は
獣
認
せ
ざ
る
を
持
及
い
。
例
へ
ば
、
か
ら
騒
ぎ
の
祭
と
か
、
厄
介
な
集
合
同
と
か
、
之
等
は
土
日
か
ら
庶
民
が
自
か

ら
慣
れ
行
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
夫
故
に
好
む
と
否
と
に
拘
ら
や
、
之
れ
を
「
菟
許
」
又
は
「
保
護
す
石
」
必
嬰
も
生
巳
て
来

る
わ
け
で
あ
る
。

法
律
民
俗
患
の
一
構
想

一O
七



法
律
民
俗
聞
事
の
一
構
想

一O
八

、、

最
後
に
極
め
て
稀
で
は
あ
る
が
、
庶
民
法
も
官
椛
に
依
り
承
認
さ
れ
疋
式
に
許
さ
れ
て
そ
の
保
誌
を
受
け
る
場
合
も
あ
る
。

と
れ
は
二
づ
の
法
律
型
態
の
一
致
を
一
不
し
、
「
弱
者
」
の
法
枠
が
木
質
的
に
「
援
者
」
の
法
律
と
同
じ
う
ず
る
が
放
に
、
立
法
者

の
意
見
と
同
一
の
憤
値
と
制
裁
力
を
具
備
す
る
に
一
全
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
現
代
の
法
律
は
慣
行
に
制
定
法
と
し
て
の
慣
値

j
 
-〈(
 

を
明
ら
か
に
附
輿
し
、
之
に
よ
り
停
承
法
は
例
外
と
し
て
成
文
法
九
」
同
格
に
取
扱
は
れ
る
。
商
慣
習
と
か
農
業
慣
習
は
、
屡
々
、

法
律
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
法
の
快
陥
に
到
し
、
「
法
律
の
淵
源
」
と
し
て
法
の
設
明
解
緯
に
資
せ
ら
れ
、
法
の
「
沈

獣
」
に
封
し
そ
の
股
昧
な
賄
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
川
ひ
ら
れ
る
。
之
れ
億
一
水
法
の
制
足
的
・
依
存
的
役
目
で
あ
り
、
立
法
者

に
取
れ
J

て
は
こ
れ
で
成
文
法
を
支
持
せ
し
め
ゃ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
ボ
ー
ダ

ν
が
嘗
て
述
べ
た
如
く
、
慣
習
は
王
様
に
よ

り
、
少
く
も
暗
献
で
怒
り
と
、
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
有
殺
で
は
な
い
。

更
に
と
の
法
律
の
二
型
態
の
区
別
に
就
い
て
説
明
を
加
へ
ゃ
う
の
体
承
法
は
、
私
的
で
あ
る
か
ら
、
成
文
法
の
承
認
と
は
全
然

、
、
、
、
、
、

同
様
な
承
認
が
行
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
殊
に
「
非
公
式
」
の
訟
に
屈
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
一
脚
秘
的
・
道
徳
的
・

楓
刺
的
な
承
認
、
と
れ
が
庶
民
法
調
特
の
手
段
で
あ
り
、
輿
論
D
判
断
を
つ
な
ぎ
う
る
救
ひ
の
手
で
あ
り
、
一
般
の
信
頼
を
受
け

得
る
手
段
で
も
あ
る
。
夫
れ
は
信
義
向
。
日
に
よ
る
法
で
あ
る
。
夫
れ
は
官
慌
に
依
存
す
る
と
と
は
毛
頭
な
く
、
従
っ
て
警
察
や
裁

判
に
依
ら
や
、
口
ハ
管
慣
行
の
外
に
は
何
物
に
も
頼
ら
や
し
て
そ
の
固
有
の
残
さ
れ
た
手
段
に
よ
り
保
障
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
な

が
ら
一
且
園
家
に
依
っ
て
承
認
さ
れ
L

ば
、
法
律
的
承
認
た
り
伴
可
く
、
私
的
秩
序
よ
り
公
的
秩
序
と
な
り
、
成
文
法
と
同
様
の

、.、，、.

慣
値
と
殻
力
と
を
帯
び
、
「
法
律
の
保
護
一
が
加
へ
ら
れ
る
。
斯
く
し
て
組
め
て
椅
れ
な
特
殊
の
場
合
に
限
り
、
二
重
の
承
認
が
庶

民
法
に
劃
し
て
協
力
す
る
に
至
る
。
即
ち
公
式
の
承
認
と
非
公
式
の
承
認
と
が
協
力
す
る
。
道
徳
的
秩
序
の
鹿
力
と
、
法
律
的
秩

序
の
暦
一
力
、
即
ち
、
庶
民
の
聾
と
国
家
の
撃
で
あ
る
。
庶
民
の
聾
は
先
づ
存
し
岡
山
公
の
承
認
の
有
無
に
拘
ら
や
常
に
必
4
7
存
し
そ

れ
は
輿
論
に
取
っ
て
は
耐
の
撃
で
あ
る
。

× 

× 



庶
民
法
は
フ
オ
ル
ク
ロ

l
ア
の
主
題
で
あ
り
、
そ
の
国
有
の
意
義
と
制
裁
と
を
有
す
る
。

h

招
集
に
召
8
・
な
い
方
が
あ
っ
た
に
し

て
も
夫
れ
は
た
し
か
に
「
法
」
で
あ
り
、
そ
う
し
て
嚇
笑
さ
れ
る
訟
で
あ
る
が
、
法
た
る
事
に
は
相
建
た
い
。
法
律
皐
者
の
法
も
、

と
れ
を
無
観
し
た
友
ら
空
中
松
閣
に
等
し
か
ら
う
。

之
れ
を
一
一
府
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
並
日
過
の
法
典
と
は
遣
っ
た
と
の
も
う
一
つ
の
別
の
法
典
、
す
な
は
ち
、
文
書
に
示
さ
れ

や
に
、
所
謂
「
心
肝
に
銘
記
」
し
て
あ
り
、
各
人
の
心
の
奥
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
法
山
内
の
内
鮮
を
若
干
の
保
項
に
つ
い
て
倫
ほ
詳
し

く
調
べ
て
見
ゃ
う
と
思
ふ
。

さ
て
庶
民
法
に
は
三
大
部
門
が
あ
る
。
親
放
法
、
契
約
法
及
び
刑
罰
法
と
れ
で
あ
る
。
民
俗
法
血
ハ
】
叩
凸
O与
口
円
宮
内
o
F
H
O
B
Yュー

忠
告
白
は
従
っ
て
三
篇
よ
り
成
る
。

親
族
法
は
家
族
の
内
部
に
展
開
す
る
諸
闘
係
で
あ
る
が
、
と
の
家
族
は
古
い
意
味
で
あ
り
、
現
代
の
吾
々
の
「
家
庭
」
ハ
若
く
は
世

帯
)
よ
り
は
一
唐
範
園
の
汎
い
血
縁
圏
瞳
を
指
す
。
「
父
系
」
家
族
、
そ
う
し
て
夫
々
が
「
婚
姻
家
放
」
同
・
口

gymFHHg
左
合
む
と

と
る
の
も
の

|
lル
・
プ
レ
ー
の
所
謂
父
系
家
族
と
幹
系
家
放

P
E山口

2
2島
町
田
と
を
匂
括
し
西
欧
に
屡
々
過
去
の
詮
左
と
し
て

接
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
本
篇
は
父
権
法

U
B宗
官
官
百
乙
と
夫
標
法
ロ

g
u
g月日
S
H
と
よ
り
成
る
。
血
縁
関
係

夫
婦
闘
係
、
親
子
闘
係
等
、
何
れ
も
現
行
法
令
と
は
異
な
れ
る
も
D
が
前
段
遺
存
し
て
ゐ
る
。
以
上
が
身
分
法
の
大
要
で
、
回
数
徒

の
法
律
に
同
様
の
も
の
を
見
受
け
ら
れ
る
。

契
約
法
は
家
族
問
又
は
個
人
聞
に
行
は
れ
た
彼
等
の
「
利
益
」
の
統
制
に
閲
す
る
も
の
で
、
必
し
も
完
全
友
自
由
意
思
と
自
由
承

認
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
第
一
に
「
同
意
」
が
必
要
で
る
っ
た
。
と
れ
は
物
権
法
で
あ
り
、
占
有
を
も
含
む
0

・
少
く
も
部
分
的

に
は
ー
ー
ー
契
約
法
マ
る
り
、
職
業
法
で
も
あ
る
。
即
ち
、
家
屋
、
土
地
、
市
場
、
職
業
等
の
訟
で
る
り
、
何
れ
も
不
文
法
で
あ
る
。

‘.、、

「
持
働
憤
捌
目
」
も
之
れ
に
属
す
る
。

刑
罰
法
|
|
慣
習
上
の
制
裁
法
規
で
あ
り
、
立
法
者
の
橡
想
し
得
・
な
か
っ
た
制
裁
で
あ
る
。
一
川
秘
的
、
道
徳
的
、
調
刺
的
、
稀
に

法
律
民
俗
皐
の
一
構
想

O 
ブL



法
律
民
俗
且
阜
の
一
構
想

一一

O

法
律
的
で
も
あ
る
。
庶
民
法
は
と
の
部
門
で
は
、
屡
k

公
法
の
範
固
か
ら
、
組
股
す
る
か
ら
法
の
範
闘
を
定
め
る
に
は
慎
重
に
考
へ
、

ね
ば
な
ら
な
い
。

× 

× 

て
編
纂
す
れ
ば
優
に
走
大
友
一
程
を
成
す
で
る
ら
う
。

要
す
る
に
、
庶
民
法
は
倣
と
し
て
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
一
法
案
と
は
遣
っ
た
何
物
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
と
れ
を
蒐
め

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
左
様
い
ふ
仕
事
は
、
一
蹴
に
百
年
以
前
、
或
は
夫
れ
以
前
か

ら
民
俗
間
学
者
や
法
律
事
者
の
手
に
依
っ
て
、
共
同
的
に
又
は
阜
澗
的
に
行
は
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
勿
論
民
俗
問
中
者
が
第
一
位
に
あ

る
。
例
へ
ば
ミ
シ
ユ
レ

l

回目巾

T
E
の
如
き
は
一
八
三
七
年
以
来
純
乎
た
る
民
俗
腕
学
者
で
、
グ
リ
ム
の
反
謀
者
た
る
の
み
に
止
ま

ら
な
い
。
後
に
セ
ピ
ロ
∞
巾
窓
口
♀
の
如
き
、
ガ
イ
ド

C
田氏。
N

の
如
き
、
ヴ
ア
ン
・
グ
ネ
ツ
プ
J
1
p
ロ
C
Bロ
告
の
如
き
、
現
代
の
サ

ン
チ

l
ヴ

m
F
E
q
4
8
の
如
き
何
れ
も
立
祇
な
業
績
を
あ
げ
て
ゐ
る
の
一
方
、
法
律
墜
者
、
就
中
九
法
制
史
家
も
亦
法
律
民
俗
阜
の

蒐
集
に
貢
献
し
た
。
プ

I
ギ
ヨ

県
出
向
ロ
C
け
は
一
八
二
八
年
以
来
、
次
い
で
シ
ャ
ツ
サ
ン
円
吉
田
窓
口
ラ
ヴ
レ

l
エ
伊
与
c
o
F
3
等

は
真
に
先
腕
者
で
あ
る
。
向
ほ
巴
里
法
科
大
関
T

に
は
す
ぐ
れ
た
と
の
祇
の
事
者
が
あ
っ
た
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ー
た
い
。
即
ち
、
ェ

ス
マ
ン
出
辺
耳
目
ロ
デ
ラ

l
ル
虫
自
己
シ
エ
ノ
ン
の
広
口
。
ロ
就
中
ヂ
ユ
パ
ル
ロ
ロ

gHは
法
律
民
俗
壊
に
夙
に
荒
川
山
し
た
人
で
あ
る
。

彼
等
は
近
代
思
想
の
薄
片
な
寝
蓄
の
下
に
ひ
そ
む
「
原
始
的
思
想
」
を
ば
農
村
の
法
律
の
中
か
ら
探
し
求
め
ゃ
う
と
し
た
。
そ
う
し

て
た
と
ひ
立
法
者
の
強
い
1
l
i
然
し
必
し
も
常
に
明
白
で
あ
る
と
は
限
一
ら
友
い
|
|
聾
に
耳
を
傾
け
る
と
と
は
容
易
い
と
と
で
は
あ

る
が
、
同
時
に
又
も
う
一
つ
他
の
極
め
て
遠
い
聴
取
り
離
い
、
然
し
何
代
も
何
代
も
の
遥
か
昔
の
そ
の
来
て
か
ら
響
い
て
来
る
控
を

も
、
夫
れ
は
定
に
困
難
で
は
あ
る
が
、
賠
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
佐
痛
感
し
て
ゐ
た
。

(
格
)


